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社会福祉法人全国社会福祉協議会
全国社会福祉法人経営者協議会

社会福祉法人行動指針
社会福祉法人は、「社会、地域における福祉の充実・発展」に寄与することを使命とし、
社会福祉事業の安定的・継続的経営に努めるとともに、多様な生活課題や福祉需要に柔軟 
かつ主体的に取り組む公共的・公益的かつ信頼性の高い法人です。
会員法人は、社会福祉法人の使命を果たすため、次の行動指針に基づく経営を実践します。

倫 理 綱 領
社会福祉施設の経営主体である社会福祉法人は、社会福祉法に基づく特別法人であり、 

利用者はもとより地域社会における福祉の充実に貢献するためには適正かつ活力ある経営に
努めなければならない。
全国社会福祉法人経営者協議会は、高い公共性と倫理性を旨として国民の負託に応えると
ともに、地域社会における福祉推進の主導的役割を果たすため、ここに倫理綱領を定める。

会員は、人間としての尊厳と社会連帯の思想を基本理念とし、公平・公正な法人運営に 
努める。

◆
会員は、常に健全かつ活力ある経営に努めるとともに、民間社会福祉事業としての先駆性・ 
独自性を発揮し、国民の期待に応える。

◆
会員は、広く法人・施設の機能を挙げて、地域福祉の充実発展に寄与する。

◆
会員は、職員の資質の向上を図るとともに勤務条件の改善に努める。

◆
会員は、相互の親睦・交流を深めるとともに、切磋琢磨を怠らず、進んで研修・研究に 
努め、社会の発展に応じた広い視野をもって経営にあたる。

Ⅰ.利用者に対する基本姿勢
1 人権の尊重

2 サービスの質の向上

3 地域との関係の継続

4 生活環境・利用環境の向上

Ⅱ.社会に対する基本姿勢
5 地域における公益的な取組の推進

6 信頼と協力を得るための情報発信

Ⅲ.福祉人材に対する基本姿勢
7 トータルな人材マネジメントの推進

8 人材の確保に向けた取組の強化

9 人材の定着に向けた取組の強化

10 人材の育成

Ⅳ.マネジメントに対する基本姿勢
11 コンプライアンス（法令等遵守）の徹底

12 組織統治（ガバナンス）の確立

13 健全な財務規律の確立

14 経営者としての役割
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日   程 
 

時刻 プログラム等

13：00〜13：20 
（20 分） 

開講あいさつ「社会福祉法⼈制度改⾰のポイントと事務担当者の重要な役割」 
 
講師： 
【仙台会場】全国経営協 制度・政策委員会副委員⻑     山田 雅⼈
【東京会場】全国経営協 地域共⽣社会推進委員⻑      浦野 正男
【大阪会場】全国経営協 地域共⽣社会推進委員会副委員⻑ 宮田 裕司
【福岡会場】全国経営協 制度・政策委員⻑        平田 直之

13：20〜14：50 
（90 分） 

講義「社会福祉法⼈の財務規律の確保を目指して」 
  
講師： 
 全国経営協 制度・政策委員会委員 千葉 正展 
 （独⽴⾏政法⼈福祉医療機構 経営サポートセンター シニアリサーチャー）

14：50〜15：00 休憩 

15：00〜16：00 
（60 分） 

説明①「『財務諸表等電子開示システム』の⼊⼒のポイント」 
  
説明者： 
 福祉医療機構情報システム室 

16：00〜17：00 
（60 分） 

説明②「法⼈組織運営に関するよくある質問とその回答」 
   
説明者： 
 全国経営協事務局 

※都合により、講義・説明内容を変更する場合があります。ご了承ください。 
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開講あいさつ 

「社会福祉法人制度改⾰のポイントと事務担当者の重要な役割」 

全国社会福祉法人経営者協議会 制度・政策委員会／地域共⽣社会推進委員会
【仙台会場】制度・政策委員会副委員⻑        山田 雅人 
【東京会場】地域共⽣社会推進委員⻑         浦野 正男 
【大阪会場】地域共⽣社会推進委員会副委員⻑ 宮田 裕司 
【福岡会場】制度・政策委員⻑                平田 直之 
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@全国社会福祉法人経営者協議会 2

今回の社会福祉法人制度改⾰で何が問われたのか

個々の社会福祉事業ではなく、事業主体の
社会福祉法人（経営）そのものが問われた

① 社会福祉法人のミッション、存在意義
⇒ 他の主体との違いは何か

② 公共性、非営利性、公益性
⇒ 税制とも関係

③ ⾃律的な法人経営
⇒ 社会福祉法人の主体的な取り組みの重要性

全国社会福祉法人経営者協議会
制度・政策委員会／地域共⽣社会推進委員会

社会福祉法人制度改⾰事務担当者フォローアップセミナー
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@全国社会福祉法人経営者協議会 4

法人制度改⾰を踏まえた、事務担当者が担う重要ポイント

①経営組織のガバナンス、内部管理体制の強化に向けて

②社会福祉充実残額の算定、財務情報の公表に向けて

③「地域における公益的な取組」の推進と実践の「⾒える化」に向けて

@全国社会福祉法人経営者協議会 3

① 経営組織のガバナンスの強化
② 事業運営の透明性の向上
③ 財務規律の強化
④ 地域における公益的な取組を実施する責務
⑤ ⾏政の関与の在り⽅

法人制度改⾰は終わったのではなく、
これから各法人の取組の成果が問われる

社会福祉法人制度改⾰の内容

法人制度改⾰の趣旨を踏まえた、法人事務担当者による
正しい理解と実務の遂⾏にかかっている
※時には理事⻑等の上司への説明、指摘も必要
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@全国社会福祉法人経営者協議会 6

関連規程等の整備・運用の再点検
・ 役員等報酬規程
・ 理事職務権限規程
・ 内部管理体制の基本⽅針
・ 経理規程 等

関連規程の整備状況と運用状況を再点検し、適切
に報告・説明できるようにしておくことが必要。

①経営組織のガバナンス、内部管理体制の強化に向けて

@全国社会福祉法人経営者協議会 5

理事会・評議員会の適切な運営
・ 定時評議員会の開催時期
・ 招集手続き
・ 議事録の記載事項 等

「指導監査ガイドライン」をもとに、理事会・評議員
会の運営や手続き等について再確認が必要。

①経営組織のガバナンス、内部管理体制の強化に向けて
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@全国社会福祉法人経営者協議会 8

公表する財務情報の適正性
・ 計算書類
・ 収支予算書
・ 現況報告書 等

「公表」が目的でなく、正確な情報であること、地域住
⺠等の正しい理解につなげることが必要。

②社会福祉充実残額の算定、財務情報の公表に向けて

@全国社会福祉法人経営者協議会 7

社会福祉充実残額の算定と社会福祉充実計画
策定に関する理解
社会福祉充実残額の算定結果を踏まえた法人の
財務状況に対する理解

詳細は、後ほどの講義「社会福祉法人の財務規律の
確保を目指して」（千葉講師）で説明。

②社会福祉充実残額の算定、財務情報の公表に向けて
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@全国社会福祉法人経営者協議会 10

平成30年度版の現況報告書の変更点

③「地域における公益的な取組」の推進と実践の「⾒える化」に向けて

@全国社会福祉法人経営者協議会 9

「地域における公益的な取組」の現況報告書への
100％記載

事業報告書に「地域における公益的な取組」の項を
設けて意識的に記載。事業報告書の内容を踏まえて
「現況報告書」に必ず記載。

③「地域における公益的な取組」の推進と実践の「⾒える化」に向けて

- 8 -



@全国社会福祉法人経営者協議会 12

事務担当者による⽇々の努⼒が、
社会福祉法人に対する社会的な評価
の向上につながる！

@全国社会福祉法人経営者協議会 11

 社会福祉法人を取り巻く状況は、「制度論」から
「実践論」へ新たなステージへ

・ 「地域における公益的な取組」の「⾒せる化」

地域ニーズに即した実践の積み上げによって、イコール
フッティング論、課税論に終⽌符を。

③「地域における公益的な取組」の推進と実践の「⾒える化」に向けて

- 9 -
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講義 

「社会福祉法人の財務規律の確保を目指して」 
 

全国社会福祉法人経営者協議会 制度・政策委員会委員 千葉 正展 
（独⽴⾏政法人福祉医療機構 経営サポートセンター シニアリサーチャー） 
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独立行政法人福祉医療機構

@全国社会福祉法人経営者協議会

主な内容

1. 新たな福祉政策の動きとしての地域共生社会

2. 財務規律（充実残額の算定）の仕組みと意味・課題

3. 地域福祉の中核である社会福祉法人への期待と対応

2

独立行政法人福祉医療機構

社会福祉法人の財務規律の確保を目指して

平成30年４月1６・１８・２０・２３日

全国社会福祉法人経営者協議会 制度・政策委員会委員
（独立行政法人福祉医療機構 経営サポートセンター シニアリサーチャー）

千 葉 正 展

社会福祉法人制度改革
事務担当者フォローアップセミナー
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独立行政法人福祉医療機構

社会福祉法人制度改革の背景と目的

4

独立行政法人福祉医療機構

１．新たな福祉政策の動きとしての地域共生社会

3

- 13 -



6資料：厚生労働省（第20回社会保障審議会福祉部会(2017/12/18））

独立行政法人福祉医療機構

5

社会福祉充実残額が
生じなくて良かった…

社会福祉事業の充実（建物の充実、職員へ
の還元）に取組まなくて大丈夫？

「地域における公益的な取組」は全ての法
人の責務。お金がなくても、やらなくては
ならない
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独立行政法人福祉医療機構

8

【調査結果（社会福祉充実計画の内訳）】

全計画（175計画）の内訳

① 社会福祉事業 167計画 新規事業、改修、職員の処遇改善 など

② 地域公益事業 6計画 食堂、暮らしサポート、介護の研修 など

③ 公益事業 2計画 有料老人ホームに係る事業 など

43
25.7%

86
51.5%

8
4.8%

20
12.0%

10
6.0%

新規事業開始

既存施設の建替え・増改築等

職員教育訓練

職員処遇改善

その他

【調査結果（① 社会福祉事業の内訳）】

独立行政法人福祉医療機構社会福祉法人制度改革への対応状況について
～福祉医療機構アンケート結果～

7

275 
7.4%

2,628 
70.8%

807 
21.8%

社会福祉充実残額について

あり

なし

未計算

【調査結果（社会福祉充実残額）】

n=3,710 n=275

41 
14.9%

39 
14.2%

38 
13.8%

122 
44.4%

25 
9.1%

10 
3.6%

社会福祉充実残額

1千万円未満

1千万円以上5千万未満

5千万円以上1億円未満

1億円以上5億円未満

5億円以上10億円未満

10億円以上

調査期間 ： 平成29年4月24日（月）～5月12日（金）

有効回答数： 3,710法人

【調査概要】
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社会福祉法人制度改革の背景

10

社会福祉
法人制度

改革

税制

•非課税にふさわしい
公益的事業

規制改革

• 公益的事業

• ガバナンス

• 内部留保の位置づけ

• 事業運営の透明性

社会福祉制度

• 制度外福祉サービス

• 福祉ニーズの複雑化

法人制度の創設趣旨

• 憲法25条、89条の要請

• 公益法人制度以上の高い
ガバナンス

• 行政の関与

公金が投入されるの
にふさわしいガバナン
ス

社会福祉を担う特別の主体にふさわしい公益的役割が果たせているか？

ガバナンス 財務規律

透明性
地域公益
責務

産みの苦しみ 育ての苦労

これから問われる
真価

イコールフッティング

非課税の公益性
福祉専門家としての主体性

○ 公益性・非営利性を確保する観点から制度を見直し、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する

法人の在り方を徹底する。

２．事業運営の透明性の向上

□ 財務諸表の公表等について法律上明記

１．経営組織のガバナンスの強化

□ 理事・理事長に対する牽制機能の発揮

□ 財務会計に係るチェック体制の整備

○ 議決機関としての評議員会を必置 ※理事等の選任・解任や役員報酬の決定など重要事項を決議

(注）小規模法人について評議員定数に係る経過措置を設ける。

○ 役員・理事会・評議員会の権限・責任に係る規定の整備

○ 親族等特殊関係者の理事等への選任の制限に係る規定の整備

○ 一定規模以上の法人への会計監査人の導入 等

○ 閲覧対象書類の拡大と閲覧請求者の国民一般への拡大

○ 財務諸表、現況報告書（役員報酬総額、役員等関係者との取引内容を含む。）、

役員報酬基準の公表に係る規定の整備 等

３．財務規律の強化
① 適正かつ公正な支出管理の確保

② いわゆる内部留保の明確化

③ 社会福祉事業等への計画的な再投資

① 役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与を禁止 等
② 純資産から事業継続に必要な財産（※）の額を控除し、福祉サービスに再投下可能
な財産額（「社会福祉充実残額」）を明確化

※①事業に活用する土地、建物等 ②建物の建替、修繕に必要な資金 ③必要な運転資金 ④基本金、
国庫補助等特別積立金

③ 再投下可能な財産額がある社会福祉法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の新
規実施・拡充に係る計画の作成を義務づけ（①社会福祉事業、②地域公益事業、③その他公益

事業の順に検討） 等

４．地域における公益的な取組を
実施する責務

□ 社会福祉法人の本旨に従い他の主体で
は困難な福祉ニーズへの対応を求める

○ 社会福祉事業又は公益事業を行うに当たり、日常生活又は社会生活上支援を
要する者に対する無料又は低額の料金で福祉サービスを提供することを責務として規定
※利用者負担の軽減、無料又は低額による高齢者の生活支援等

５．行政の関与の在り方

□ 所轄庁による指導監督の機能強化

□ 国・都道府県・市の連携を推進

○ 都道府県の役割として、市による指導監督の支援を位置づけ

○ 経営改善や法令遵守について、柔軟に指導監督する仕組み（勧告等）に関する

規定を整備

○ 都道府県による財務諸表等の収集・分析・活用、国による全国的なデータベース

の整備 等

社会福祉法人制度の改革（主な内容）

9
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独立行政法人福祉医療機構

共生社会に向けた福祉政策の新たな動き

12

税制改正大綱（自由民主党・公明党）

11

公益法人等課税については、非収益事業について民間競合が生じているのではないかとの指摘

がある一方で、関連制度の見直しの動きも見られており、実効的な対応となるかどう
か、動向をよく注視する。あわせて、収益事業への課税において、軽減税率とみなし寄附金制
度がともに適用されることが過剰な支援となっていないかといった点について実態を丁寧に検証しつ
つ、課税のあり方について引き続き検討を行う。

公益法人等課税については、非収益事業について民間競合が生じているのではないかとの指摘

がある一方で、関連制度の見直しが行われており、その効果をよく注視する。あわせて、
収益事業への課税において、軽減税率とみなし寄附金制度がともに適用されることが過剰な支援と
なっていないかといった点について実態を丁寧に検証しつつ、課税のあり方について引き続き検討を
行う。

平成28年度

平成29年度

記載なし

平成30年度
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独立行政法人福祉医療機構

@全国社会福祉法人経営者協議会

「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部
• 趣旨

– 福祉において「支え手側」「受け手側」に分かれるのでなく、地域の住民
が役割を持ち支えあう
• 住民の主体的取り組みの仕組み
• 市町村の地域づくりの支援
• 総合相談支援体制の整備
• 縦割りの公的福祉サービスの「丸ごと」への転換

• 当面のマイルストーン
– 29年度 介護保険法改正
– 30・33年度 介護報酬・障害介護給付費の改定
– 30年度 困窮者支援制度の見直し
– 部局横断的な検討

• 体制
– 本部
– ワーキンググループ（地域力強化、公的サービス改革、専門人材）

14

独立行政法人福祉医療機構

@全国社会福祉法人経営者協議会

新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン

• 厚労省

– 新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討プロジェクトチーム
（H27/9/17）

• キーポイント
– 全世代・全対象型地域包括支援

– 複数分野・複雑に絡む問題への包括的な相談支援

– 日常生活拠点をベース（アウトリーチ型ニーズの把握）

– 複合的ニーズに対するアセスメント、コーディネイト

– 伴走型支援

– 新たな地域資源の創造・開発

13
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独立行政法人福祉医療機構

地域における公益的な取組

18

独立行政法人福祉医療機構福祉サービスの新たな制度動向への経営対応

17

地域福祉
ニーズへ
の対応

地域における
公益的な取組

社会福祉充実
残額の活用

ニーズ把握のためのアンテナ感度
ニーズ対応のための経営資源の確保

対応の基盤としての信頼性（ガバナンス・透明性）

- 20 -



20

【見直し】

「地域における公益的な取組」の解釈の明確化について
厚生労働省作成資料

社会福祉法の責務規定の趣旨を踏まえつつ、支援が必要な者が
直接的のみならず、間接的に利益を受けるサービスや取組につい
ても一定の範囲で対象に含める。
→ 解釈の明確化

【要件③】 無料又は低額な料金で提供されること

○支援が必要な者が間接的に利益を受ける取組
○地域の創意工夫やニーズに合わせた取組

対象となる取組に係る解釈を拡大

【要件②】

日常生活又は社会生活上の
支援を必要とする者に対する
福祉サービスであること

【要件①】

社会福祉事業又は公益事業を行
うに当たって提供される福祉
サービスであること

○ 平成２８年改正社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来の役割を
明確化するため、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設された。

（参考）社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）（抄）
第２４条 （略）
２ 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生
活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならな
い。

① 社会福祉事業又は公益事業を行う
に当たって提供される「福祉サービ
ス」であること

② 「日常生活又は社会生活上の支援
を必要とする者」に対する福祉サー
ビスであること

③ 無料又は低額な料金で提供されること

○ 社会福祉法人の地域社会への貢献
⇒ 各法人が創意工夫をこらした多様な「地域における公益的な取組」を推進

地域において、少子高齢化・人口減少などを踏まえた福祉ニーズに対応するサービスが充実

（在宅の単身高齢者や障
害者への見守りなど）

（生活困窮世帯の子どもに
対する学習支援など）

【社会福祉法人】

（留意点）
社会福祉と関連
のない事業は該
当しない

（留意点）
心身の状況や家庭
環境、経済的な理
由により支援を要す
る者が対象

（留意点）
法人の費用負担により、料金を徴収しない又は費用
を下回る料金を徴収して実施するもの

地域における公益的な取組

地域における公益的な取組を実施する責務について

19
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財源や人材の少ない小規模法人でも協力し合うことにより大きな事業になる。
小規模法人が単独で5万円 ⇒ 200法人集まれば1,000万円の事業費となる。

第2種社会福祉事業として定款に位置付けることで、地方行政の協力を得る。
単に資金を拠出するだけでなく、実質的に事業等の実施主体になることが必要。

都道府県域における社会福祉法人の連携による公益的取組の状況

取組中

33

準備中

14

平成29年12月現在

資料：全国社会福祉法人経営者協議会
22

21

【見直し】

「地域における公益的な取組」の解釈の明確化について
厚生労働省作成資料

【解釈の明確化により対象となる具体的な取組例】
 地域共生社会の実現に向けた取組
住民の居場所（サロン）、活動場所の提供等を通じた地域課題の
把握や地域づくりに関する取組
 住民ボランティアの育成
 災害時に備えた地域のコミュニティづくり
 住民に対する福祉に関する学習会や介護予防に資する講習会

所轄庁に対しては、法人の取組が、地域や社会福祉の
向上の資するものであり、関係法令に明らかに違反しな
い限り、その実施の可否を判断するものではない旨を周
知する。
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独立行政法人福祉医療機構

２．充実残額の算定の仕組みと意味・課題

24

独立行政法人福祉医療機構

地域における公益的な取組は
法人のチャレンジの姿勢を示すものでもあり

学生など採用の応募者に対しては
強力なアピールポイントとなる

23

地域における公益的な取組は
人材確保難の時代における

強力なツールとなる

- 23 -
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独立行政法人福祉医療機構

財務規律の強化

25
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独立行政法人福祉医療機構

発生源内部留保

設備資金借入金現金預金

固定資産

発生源内部留保に対応する資産等

12

×

×

この部分が充実残額になる

実在内部留保

固定資産取得への充当

債務の返済への充当
（利益償還）

×

運転資金充当分

貸借対照表

社会福祉充実残額の算定及び社会福祉充実計画のポイント

27

①社会福祉充実残額の算定

③地域協議会等からの意見聴取
（法第55条の2第6項）

⑤評議員会の承認
（法第55条の2第7項）

⑥所轄庁への申請

⑦計画に基づく事業実施

（残額あり） （残額なし）

社会福祉充実残額の算定結果の届出

②社会福祉充実計画原案の作成

④公認会計士・税理士等からの意見聴取
（法第55条の2第5項）

（地域公益事業を行う場合）（地域公益事業を行わない場合）

【ポイント１】
○ 社会福祉充実残額は、毎年度算定することが必要

であり、一度算定した財産額が永続的に固定され
るものではない。

【ポイント２】
○ 控除対象財産は、社会福祉充実残額の算定上の計

算ルールであり、実際上又は会計上の使途を限定
するものではない。

【ポイント６】
○ 計画は、社会福祉充実残額の増減など状況の変化

に応じて、柔軟に変更が可能。

【ポイント３】
○ 計画の策定はあくまで社会福祉充実残額の使途

を「見える化」するために行うもの。
○ 計画の内容は、地域の福祉ニーズを踏まえつつ

も、最終的には法人が自主的に判断。
○ 社会福祉充実残額は、収益事業を除き、職員処

遇の改善や建物の建替など既存事業の充実又は新
規事業の展開など、多様な使途に活用可能。

【ポイント４】
○ 計画は、原則、社会福祉充実残額の全額につい

て、５年で活用。ただし、合理的な理由がある場
合には、計画期間の１０年までの延長が可能。

【ポイント５】
○ 所轄庁は、法人の自主性を最大限尊重し、計画が

明らかに不合理な内容を伴うものでない限り、承認
する。

資料：厚生労働省

※法第59条第2号の「財産目録等」として届出

法人としての社会福祉充実計画案の確定

承認社会福祉充実計画の確定

- 25 -



独立行政法人福祉医療機構

@全国社会福祉法人経営者協議会

３つの課題

• 充実事業の会計処理は、期間損益か？ 利益処分か？
– 充実事業を含んだ的確な会計管理を

• 充実事業は収益（＝売上）がない、費用だけの事業。充実事業だけを
取り上げれば、赤字執行の事業となる

• このとき、法人の事業全体の管理会計はどうなるのか。本体事業の
経営成績の的確な把握ができなくなるのではないか。

• 充実事業の実施に係る会計処理が明確ではない
– 充実事業だけを取り上げる区分経理ができない場合もある
– 充実事業の実施顛末に係る説明責任が果たせるのか？

• 充実計画での建替計画は控除対象と充実計画の二重計上
– 再生産のための財産を控除対象としているのに再投下の計画に建て替

え計画が含まれるのは適切か

• 社会福祉充実残額の算定式の問題点
– 充実残額に内部留保とは関連しない資金留保（減価償却の自己金融機

能分）が含まれてしまっている

30

独立行政法人福祉医療機構社会福祉充実残額の算定は
再投資できるものとできないものとを仕分ける計算

29

い
わ
ゆ
る
内
部
留
保

（
発
生
源
内
部
留
保
）

次期繰越活動増減差額
その他の積立金

固定資産取得に充当さ
れたもの

利益から借入金返済に
充当されたもの

実
在
内
部

留
保

再生産に必要な
財産

建て替え（建築物価・補助率）

大規模修繕・設備更新

社会福祉充実残額

元入運転資金に充当さ
れたもの
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独立行政法人福祉医療機構

建替え等

再生産の財産
はここで控除

再投下には建
替え等は含ま

れない

充実計画での建て替えは二重計上？

32

充実残額がマ
イナス

再生産のため
の財産が足り

ない

独立行政法人福祉医療機構

@全国社会福祉法人経営者協議会

財務規律強化に対応した永続性の担保

～充実事業の会計処理、期間損益？利益処分？～

• 社会福祉充実残額の発生→社会福祉充実計画の策定・実施

• 社会福祉充実事業は過去利益の蓄積を財源（事業実施に伴う収益（売
上）なしの事業

• 社会福祉充実事業を実施することは法人の損益としては赤字執行の事
業を抱えることになる

• 本業の事業における適切な収支・財務管理の必要性
– 充実事業を賄えるだけの収支差の確保か？

– 本業の収支差管理だけで法人としての純資産の目減り（毀損）か？

• 社会福祉充実事業に係る会計処理はどうあるべきか？
– 社会福祉充実事業に係る費用は期間損益に含めるべきか？利益処分として取り

扱うべきか？

• 処遇改善→既存事業の拠点・サービス区分におけるサービス活動費用

• 施設建替え→資本取引（事業活動計算外）

• 地域公益事業→新たな拠点・サービス区分におけるサービス活動費用

• あるいはこれらすべては→繰越活動増減差額の部で利益処分計算？

31
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独立行政法人福祉医療機構減価償却による投下資金回収分の混入

34

減価償却の自己金融機能

内部留保による返済金充当分

借
入
（
竣
工
）

返
済
完
了

この部分が内部留保に混入

本来この部分は建替資金

耐
用
年
数

独立行政法人福祉医療機構

@全国社会福祉法人経営者協議会

社会福祉充実残額算定式の問題点

• 社会福祉法人の内部留保問題
– 儲け過ぎ（利益剰余が多額）？溜め込み過ぎ（現預金が多額）？

• 財務規律の強化の考え方からは充実残額は内部留保の明
確化（＝利益剰余の中身の解明）が主題だったはず

• 事務処理基準通知での算定式では、利益剰余に減価償却
の自己金融分も含まれる（＝現預金の額の多さを問題）

• 同算定式では「溜め込み過ぎ論」に議論がすり替わっている

• 減価償却の自己金融機能分の超過計上分を調整すべく、算
定式の在り方を見直すべきかどうか検証が必要

33
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36

社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会資料
（平成28 年11 月28 日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課）

本来、減価償却費による内部
蓄積は利益剰余ではない！！

この記載そのものが、利益剰余
の調整でないことを示している

独立行政法人福祉医療機構自己資金割合別 充実残額シミュレーション

35

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

自己資金割合別 厚労省モデル 充実残額
5% 10%
15% 20%
25% 30%
35% 40%
45% 50%
55% 60%
65% 70%
75%
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独立行政法人福祉医療機構

@全国社会福祉法人経営者協議会

主として施設/事業所の経営を目的としない法人等の
算定の特例

• 主として施設・事業所の経営を目的としていない法人等で
あって、現に社会福祉事業等の用に供している土地・建物を
所有していない、又は当該土地・建物の価額が著しく低い場
合（略）の控除対象財産については、特例的な取扱いとし
て、将来的な事業用土地・建物の取得も考慮し、社会福祉充
実残額の算定式にかかわらず、年間事業活動支出全額を控
除することができること。（事務処理基準通知３．（7））

38

独立行政法人福祉医療機構

@全国社会福祉法人経営者協議会

充実残額算定式における課題

• 社会福祉法に基づく事業に活用している財産の額がマイナスにな
る場合がある⇒ 事務処理基準通知算定式「マイナスの場合はゼロ」

– 控除対象財産がマイナスということは加算財産になってしまう

– 現に事業の用に供している財産がマイナスになることへの説明が困難

• 同じ利益でも、当初の施設整備での資金構成割合が異なると充
実残額も異なって算定される
– 制度としての公平性に問題がある

• 利益がない（利益による現預金獲得がない）ケースであっても、充
実残額が発生する
– 内部留保がないのに充実残額が出ることへの説明が困難

• 自己資金割合の如何にかかわらず、設立経過年数が長い法人
（耐用年数に近い資産が多い法人）ほど、充実残額が出る傾向
– 同じ業績で設立経過年数が異なる法人間での公平性に問題

37
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独立行政法人福祉医療機構

充実残額を踏まえた経営管理の考え方

40

独立行政法人福祉医療機構主として施設/事業所の経営を目的としない法人等の
算定の特例

39

活
用
可
能
な
財
産

事業用
不動産等

再取得に
必要な
財産

必要な
運転資金
（3ヶ月分）

事業活動
支出

（12ヶ月分）

事業用
不動産等

本則計算 特例計算

充実残額あり

充実残額なし

特例計算を適
用すると、充実
残額生じなくな
る場合がある
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独立行政法人福祉医療機構

@全国社会福祉法人経営者協議会

計算特例

• 事業用不動産等の非負特例

• 主として施設経営を行わない法人等の運転資金特例（再掲）

• 自己資金比率２２％の下限措置

• 建設単価のデフレータと実際上昇率の選択適用

• 大規模修繕の必要額の特例計算

42

独立行政法人福祉医療機構

41

充実残額あり充実残額なし

修正版
充実残額あり

積極再投下 OK

再投下 要注意

地域公益責務
として積極展開

再生産余力なし
財務改善急務

再投下
ポテンシャル

あり

賃借・
老朽施設の

ケース

新築
繰上償還

等

再投下
ポテンシャル

なし

修正版
充実残額なし
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独立行政法人福祉医療機構

主として施設経営を行わない法人等の運転資金特例

44

=IF(D62="","-", IF((D57 + G62) > D62, "-", D62))

D57

G62D62

独立行政法人福祉医療機構事業用不動産等の非負特例

43=MAX(D28-D29-D30-D31, 0)

G62D28～D31
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独立行政法人福祉医療機構

@全国社会福祉法人経営者協議会

社会福祉充実残額の発生パターン

• 新規の施設整備資産が多いほど充実残額は生じにくい

• 老朽資産が多いほど充実残額は生ずる傾向

• 賃借物件があると控除対象財産が少なくなる傾向

• 他方主として施設経営を目的としない法人等における特例
計算が存在し、控除対象財産を大きくする計上も

• 既往の施設整備借入金について、繰り上げ償還をすると充
実残額は生じにくくなる

46

独立行政法人福祉医療機構算定シートにおける充実残額算定部分（集約部分）

45

=IF(OR(D67="-", F77="適用しない"), D73 + IF(D74="", 0, D74) + IF(D75="", 0, D75), D32 + G67)

固定資産取得に充当されたもの

利益から借入金返済に充当され
たもの

再生産に必要な財産

元入運転資金に充当されたもの

内部留保（発生源内部留保）

「主として施設経営を行わない法人等の運転資金特例」の適用選択部分

い
わ
ゆ
る
内
部
留
保

（発
生
源
内
部
留
保
）

次期繰越活動増減差額
その他の積立金

固定資産取得に充当さ
れたもの

利益から借入金返済に
充当されたもの

実
在
内
部

留
保

再生産に必要な
財産

建て替え（建築物価・補助率）

大規模修繕・設備更新

社会福祉充実残額

元入運転資金に充当さ
れたもの
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独立行政法人福祉医療機構

@全国社会福祉法人経営者協議会

社会福祉法人の会計処理①

第６章 第４節 計算

第１款 会計の原則等

• 社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わ
なければならない。 （第45条の23）

• 社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に
終わるものとする。 （第45条の23 第２項）

第２款 会計帳簿

• 社会福祉法人は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な
会計帳簿を作成しなければならない。（第45条の24）

• 現行会計基準（局長通知等）の記載内容を省令に移行

• 会計処理の方法等について、変更は生じない

48

独立行政法人福祉医療機構

地域資源の提供の前提としての透明性・信頼性

47
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事業運営の透明性の確保について

50

厚生労働省作成資料

49
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社会福祉法人の財務諸表等開示システムの機能等について

52

○ 『規制改革実施計画』（平成26年6月24日閣議決定） や『社会保障審議会福祉部会報告書』（平成27年2月12日）において、社会福祉法人の運営の
透明性の確保や国民に対する説明責任を果たすことが求められている。国においても、収集した情報を基に、全国的なデータベースを構築すること

が求められている。
○ 上記を踏まえ、改正社会福祉法において、厚生労働大臣が社会福祉法人に関する情報に係るデータベースの整備を図り、国民にインターネット等
通じて迅速に情報を提供できるよう必要な施策を実施するよう定められたところである。

○ 本システムは、このような趣旨を踏まえ構築を行っているところである。

本システムを導入する趣旨

社会福祉法人

現況報告書

計算書類
・資金収支計算書
・事業活動計算書
・貸借対照表

財産目録

社会福祉充実残額
算定シート等

①
入
力

②
提
供
（※

）

所轄庁

（※）所轄庁への提供は、以下の２通りの方法が可能。
１． メールにて法人から所轄庁に提供
２．法人がWAMNETのｼｽﾃﾑに直接Ｅｘｃｅｌシートをアップロードし、入力内容を所轄庁がｼ

ｽﾃﾑ上で確認

③確認

④

提
供

⑤確認

⑧公開
国民の閲覧に供する ⑥

提
供

都道府県

⑦集計 ・分析⑦公開処理

⑨検索 ・閲覧

（参考）

・ 操作学習用の操作マニュアル及び

e-ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾝﾃﾝﾂを配布。

・ （独）福祉医療機構にﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸを
設置。

国及び（独）福祉医療機構

独立行政法人福祉医療機構

@全国社会福祉法人経営者協議会

社会福祉法人情報データベース
～社会福祉法人の財務諸表等開示システム～

• 厚生労働大臣は、社会福祉法人に関する情報に係るデータベー
ス（情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて
検索することができるように体系的に構成したものをいう。）の整
備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワー
クの利用を通じて迅速に当該情報を提供できるよう必要な施策を
実施するものとする。 （第59条の2 第5項）

• 厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認め
るときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる
事務所を有する社会福祉法人の活動の状況その他の厚生労働
省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
（第59条の2 第6項）

51
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独立行政法人福祉医療機構

地域の善意の受け皿としての社会福祉法人

54

独立行政法人福祉医療機構

３．地域福祉の中核である

社会福祉法人への期待と対応

53

- 38 -



独立行政法人福祉医療機構

@全国社会福祉法人経営者協議会

地域の支持を受ける公益的取組に向けて・・・

• 情報開示は利害関係者とのコミュニケーションです。

• 地域住民・企業との良好なコミュニケーションを通じて、市民
を巻き込んだ地域公益活動（社会福祉充実事業）の展開が
可能となります。

• 財務諸表の開示は良好なコミュニケーションの第一歩。

• コミュニケーションにより市民・企業のサポート獲得
– １％支援制度

• 恵庭市、奥州市、市川市、八千代市、一宮市、和泉市、生駒市、佐賀
市、大分市などで

– マスコミを絡ませたパブリケーション

– 広島県共同募金会（地域課題解決プロジェクト募金など）

56

独立行政法人福祉医療機構

@全国社会福祉法人経営者協議会

戦略的情報開示～将来に向けてのあるべき姿～

地域における公益的な取組

↓

公費等の財源は期待できない

↓

自主財源を確保して地域課題に立ち向かう

（寄付・社会的インパクト投資・プロボノなど）

↓

●寄付先の組織が社会的信頼できる運営がされていること

●寄付による成果を提供者に報告しリピートにつなぐこと

が重要

55
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独立行政法人福祉医療機構

@全国社会福祉法人経営者協議会

１％支援制度に見る情報開示（コミュニケーション）の意味

• 市民税の１％を納税者が選択する市民活動団体等の活動資金と
して支援する制度

• 基本的な目的は「納税者の意識高揚」と「市民活動の活性化」

• 実施する中で「プラス１の効果」。
– 「プレゼンテーションを通じて市民が地域社会の課題に関心を持ち、それ

に取り組む事業者・団体・グループの認知が高まったこと」

– 「事業者の情報発信の機会が高まり、また事業者相互間での情報交流
も広がったこと」

58

資源獲得のためには
情報が決め手

独立行政法人福祉医療機構

@全国社会福祉法人経営者協議会

１％支援制度

• 1%支援制度とは、地方自治体の市民が納税した税金1%を

その地域で活動するボランティア団体等の活動資金として振
り向けることを市民が任意で選択できる制度

57

市民

地方自治体 ボランティア団体等

①助成団体登録

②助成団体候補の公示

④助成団体の選択

⑤納税・助成先の指定

⑥納税額の1％額を助成

③市民へのアピール
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法人の統制環境と指導監査

60

指導監査（一般監査）
専門家支援

実施者周期
監査事項

会計管理 組織運営

一般法人 ３箇年に１回 ー ー ー

会計監査人

設置法人
５箇年に１回 省略 効率化 会計監査人

内部統制向上

支援法人
４箇年に１回 省略 効率化

公認会計士

監査法人

事務処理体制

向上支援法人
４箇年に１回 省略 ー

公認会計士
監査法人
税理士

税理士法人

独立行政法人福祉医療機構

地域からの信頼の基礎となるガバナンス

59
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１．会計監査人を置かなければならない社会福祉法人の事業の規模の基準

事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人（以下「特定社会福祉
法人」という。）については、会計監査人を置かなければならないものとしている
（改正法第２条による改正後の社会福祉法（以下「新法」という。）第37 条）。当
該基準については、最終会計年度における収益（法人単位事業活動計算書に
おけるサービス活動収益。以下同じ。）が30 億円を超える法人又は負債（法人
単位貸借対照表における負債。以下同じ。）が60 億円を超える法人とする（改
正政令第１条による改正後の社会福祉法施行令（以下「新令」という。）第13 条
の３）。

また、この特定社会福祉法人の基準については、
(1) 平成29 年度、平成30 年度は、収益30 億円を超える法人又は負債60億円

を超える法人
(2) 平成31 年度、平成32 年度は、収益20 億円を超える法人又は負債40億円

を超える法人
と段階的に対象範囲を拡大していくことを予定している。

「社会福祉法等の⼀部を改正する法律の施⾏に伴う関係政令の
整備等及び経過措置に関する政令等の公布について」（抄）
（平成28 年11 月11 日付け社援発1111 第２号厚生労働省社会・援護局長通知）

62

独立行政法人福祉医療機構特定社会福祉法人における統制環境

61

特定社会福祉法人

会計監査人
監査

内部管理体制
構築

① 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
③ 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
④ 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⑤ 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
⑥ ⑤の職員の理事からの独立性に関する事項
⑦ 監事の⑤の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
⑧ 理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
⑨ ⑧の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
⑩ 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用

又は債務の処理に係る方針に関する事項
⑪ その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
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独立行政法人福祉医療機構

@全国社会福祉法人経営者協議会

ご清聴ありがとうございました。

独立行政法人福祉医療機構

経営サポートセンター 千葉正展

〒105-8486
東京都港区虎ノ門４－３－１３
Tel 03-3438-9932

ホームページアドレス：http://www.wam.go.jp/hp/
メールアドレス：chiba.masanobu@gmail.com

64

独立行政法人福祉医療機構

@全国社会福祉法人経営者協議会

まとめ

• 社会福祉法人の内部留保批判が契機となった法人制度改革
– 法人の保有する内部留保の財産の分類や取り扱いルールが明確でな

かった

– 社会福祉充実残額の算定という共通のルールによってこれを明確化

• 地域福祉ニーズに積極・果敢に対応することが期待される法人
– 充実残額で「余りがあったから」地域貢献事業をするのでなく・・・

– 地域ニーズを見つけたら対応・・・

– そのための財源は

• 余裕があるなら充実残額の充当

• 余裕がないなら自主財源の確保

• 運営費の多くに公費が投ぜられる公益性の高い非営利法人にふ
さわしいアカウンタビリティ（説明責任）
– 情報公開の徹底（開示対象・開示資料の範囲拡大）

– 適切な会計処理に基づく正確・明瞭な計算関係書類の開示の必要性

63

- 43 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 44 -



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明① 

「『財務諸表等電⼦開⽰システム』の⼊⼒のポイント」 
福祉医療機構 情報システム室担当者 

- 45 -



財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

入力操作のながれ
入力のヒント
よくあるご質問と回答
財務諸表等入力シートの主な変更点

目次 

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

社会福祉法人制度改革
事務担当者フォローアップセミナー

平成 年 月

『財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

本システムは、社会福祉法人の運営の透明性を確保すること等を目的に、法人の運営状況及び財務状況に係る情報について、一覧性・検
索性を持たせたシステムを構築し、国民に情報提供をすること、また、社会福祉法人が所轄庁へ届出を行う現況報告書、財務諸表等の様式
作成を支援し、届出の電子化を推進することにより法人の事務負担を軽減することを主な目的として構築されたシステムです。

◆本システムの概要（１）システムの全体像

※現況報告書等の情報については、
社会福祉法人が所轄庁へ届出を
行った後、７日から 日程度して

の「社会福祉法人の
現況報告書等情報検索」サイトに
公表されます。

財務諸表等
電子開示
システム

⑥国民
国民は本システム上で社会福祉法人の
経営状況等を閲覧

⑤福祉医療機構
全法人の公開用
データを作成し
本システムで開示

①社会福祉法人

財務諸表等を
入力し所轄庁
に届出

②所轄庁

所轄法人の
届出内容を

確認し都道府県
に提供

④厚生労働省
提供内容を
確認し福祉医療
機構に
開示依頼

③都道府県
提供内容を
確認し
厚生労働省
に提供

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

１．入力操作のながれ
システムの概要
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

財務諸表等入力シートとは、「現況報告書」「計算書類」「財産目録」「社会福祉充実残額算定シート」で構成されている ファイルのことです。
コピー＆ペースト、印刷、入力途中での保存など通常の と同様の操作が可能です。

◆財務諸表等入力シートとは

▼財務諸表等入力シート トップページ

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

〇 社会福祉法人が所轄庁へ届出を行う現況報告書、財務諸表等については、様式「財務諸表等入力シート」を用いて行います。
〇 財務諸表等入力シートの①「入手」、②「入力」・「保存」、③「届出」の機能を活用して所轄庁への届出を行うことになります。

◆本システムの概要（２）社会福祉法人が利用できる機能

所轄庁社会福祉法人

入力シートを
入手

都道府県 厚生労働省 WAM

入力シートの
記入

入力シートを
届出

確認処理を
行う

都道府県に
提供法人に差戻し

届出状況を
見る

確認処理を
行う

厚生労働省に
提供

所轄庁に
差戻し

提供状況を
見る

確認処理を
行う

WAMに
開示依頼

都道府県に
差戻し

提供状況を
見る 開示処理

財務諸表等電子開示システム

分析・公開用
データ作成

1 2

3
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムにより社会福祉法人が所轄庁に届出を行った現況報告書等（現況報告書、計算書類及び
社会福祉充実計画）の内容について集約した結果を公表しています。

◆公表サイト「社会福祉法人の現況報告書等の集約結果」について

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

社会福祉法人が所轄庁へ届出した財務諸表等入力シートの内容は、 の公表サイト「社会福祉法人の現況報告書等情報検索」
で公表されます。この公表サイトでは、全国の社会福祉法人に関する現況報告書等（現況報告書、計算書類及び社会福祉充実計画）の
情報を公表しています。

◆公表サイト「社会福祉法人の現況報告書等情報検索」について

さまざまな条件で社会福祉
法人を検索し、当該法人に
関する現況報告書等の情報
を閲覧することができます。

所轄庁に届出を行った現況報
告書等の内容について集約した
結果を閲覧することができます。
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

はじめて
ガイド （手順１） （手順２） （手順３） （手順４） （手順５） （手順６）

システムに

を保存

の入力
入力シート

システムへの
ログイン

入力シート

の確定
入力シート

を開く
入力シート

システムで

を届出
入力シート

システムから

をダウンロード
入力シート

終了開始

ｼｽﾃﾑ
の操作

ﾊﾟｿｺﾝ

の操作

システムへのログインから届出までの操作のながれ

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

１．入力操作のながれ
システムの利用手順
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

① トップページの左上にある「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」のバナーをクリックしてください。
②公表サイト「社会福祉法人の現況報告書等情報検索」の右上にある「システムログイン」ボタンをクリックしてください。

   
  
  
  

◆システムへのログインの入口（１） トップページ

▼ トップページ

▼公表サイト「社会福祉法人の現況報告書等情報検索」

① クリックします

② クリックします

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

はじめて
ガイド （手順１） （手順２） （手順３） （手順４） （手順５） （手順６）

システムに

を保存

の入力
入力シート

システムへの
ログイン

入力シート

の確定
入力シート

を開く
入力シート

システムで

を届出
入力シート

システムから

をダウンロード
入力シート

終了開始

ここから 手順１ 「システムへのログイン」について説明します。

（手順２） （手順３） （手順４） （手順５） （手順６）

システムに

を保存

の入力
入力シート

入力シート

の確定
入力シート

を開く
入力シート

システムで

を届出
入力シート

システムから

をダウンロードをダウンロード
入力シート

（手順１）

システムへの
ログイン

ｼｽﾃﾑ
の操作

ﾊﾟｿｺﾝ

の操作
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

財務諸表等電子開示システムのログイン画面が表示されます。
①ユーザー 、②パスワードを入力のうえ、③［ログイン］ボタンをクリックしてください。
※本システムにログインする際に使用する「ユーザー 及びパスワード」につきましては、福祉医療機構から社会福祉法人あてにメールにて送付します（ 月上旬頃予定）。

◆ログイン情報（ 、パスワード）の入力

① を入力します

② パスワードを入力します

③ クリックします

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

①社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板の「ログイン画面」のアイコンをクリックしてください。
②「３ ログイン画面」に移動するので、「ログイン画面へ」ボタンをクリックしてください。

  
  

◆システムへのログインの入口（２）社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板

① クリックします

▼社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板

② クリックします

▼社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

はじめて
ガイド （手順１） （手順２） （手順３） （手順４） （手順５） （手順６）

システムに

を保存

の入力
入力シート

システムへの
ログイン

入力シート

の確定
入力シート

を開く
入力シート

システムで

を届出
入力シート

システムから

をダウンロード
入力シート

終了開始

ここから（手順 ）「システムから入力シートをダウンロード」する手順について説明します。

（手順１）

システムへの
ログイン

（手順３） （手順４） （手順５） （手順６）

システムに

を保存

の入力
入力シート

入力シート

の確定
入力シート

を開く
入力シート

システムで

を届出
入力シート

（手順２）

システムから

をダウンロードをダウンロード
入力シート

ｼｽﾃﾑ
の操作

ﾊﾟｿｺﾝ

の操作

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

ログインすると「財務諸表等入力メニュー」のホーム画面が表示されます。

▼「財務諸表等入力メニュー」のホーム画面（画面は、 年度版を使用しています。）

ログイン後の操作方法については
手順２以降のスライドをご覧ください。

◆システムへのログイン後の画面

福祉医療機構からメールにて送信
するログイン情報に記載されているパス
ワードは、仮パスワードになっております。

仮パスワードにてログインすると、「パス
ワードの変更」画面が表示されますので
必ず、お客さまが任意に設定するパス
ワードに変更のうえ、本システムにログイン
してください。
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

 
 

「財務諸表等入力シート」画面が表示され、②画面の左側「様式の入手」が選択されていることを確認し、③ファイル欄の財務諸表等入力シート
をクリックしてください。

② 確認します

③ クリックします

◆様式の入手

▼「財務諸表等入力メニュー」の様式の入手画面

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

「財務諸表等入力メニュー」のホーム画面において、①財務諸表等入力シートタブをクリックしてください。

① クリックします

▼「財務諸表等入力メニュー」のホーム画面（画面は、 年度版を使用しています。）

◆財務諸表等入力メニュー

年度の財務諸表等の報告書提出について
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

⑤ファイルの保存場所を指定し、⑥〔保存〕ボタンを押し、財務諸表等入力シートをダウンロードしてください。
※ここではデスクトップに保存しています。

◆財務諸表等入力シートの保存

⑤ 保存場所を
指定します

⑥ クリックします

▼「名前を付けて保存」画面

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

ファイルを開くか、または 端末にファイルを保存するかの確認画面が表示されます。
④保存［▼］ボタンをクリックし、［名前を付けて保存（ ）］を選択してください。

④ ▼をクリックします

◆財務諸表等入力シートのダウンロード

▼「財務諸表等入力メニュー」の様式の入手画面
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

④ 保存場所を
指定します

⑤ クリックします

④ファイルの保存場所は、財務諸表等入力シートと同じ場所を指定します。 ※ここではデスクトップに保存しています。
⑤〔保存〕ボタンを押し、郵便番号マスタをダウンロードしてください。

◆郵便番号マスタの保存

▼「名前を付けて保存」画面

「財務諸表等入力シート」と 
 「郵便番号マスタ」のファイルは必ず 
 同じフォルダに保存してください。 
 異なるフォルダに保存した場合、 
 適切に機能しなくなりますので 
 ご注意ください。 

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

①画面の左側の「郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手」をクリックし、②ファイル欄の１「郵便番号マスタ」をクリックしてください。
③保存［▼］ボタンをクリックし、［名前を付けて保存（ ）］を選択してください。

◆郵便番号マスタの入手

① クリックします

② クリックします

▼「財務諸表等入力メニュー」の郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手の画面

③ ▼をクリックします
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

④ファイルの保存場所は、財務諸表等入力シートと同じフォルダを指定します。※ここではデスクトップに保存しています。
⑤〔保存〕ボタンを押し、入力シートヘルプをダウンロードしてください。

◆ヘルプファイルの保存

④ 保存場所を
指定します

⑤ クリックします

▼「名前を付けて保存」画面

入力シートヘルプ

ダウンロード後の操作方法は（手順３）
以降のスライドをご覧ください。

「財務諸表等入力シート」と 
「入力シートヘルプ」のファイルは
必ず同じフォルダに保存してくださ
い。異なるフォルダに保存した場
合、適切に機能しなくなりますの
でご注意ください。 

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

①画面の左側の「郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手」が選択されていることを確認してください。
②ファイル欄の２「入力シートヘルプ」をクリックしてください。
③保存［▼］ボタンをクリックし、［名前を付けて保存（ ）］を選択してください。

◆ヘルプファイルの入手

▼「財務諸表等入力メニュー」の郵便番号マスタ、ヘルプファイルの入手の画面

③ ▼クリックします

① 確認します

② クリックします
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

入力シートの保存場所（例：デスクトップ）

①ダウンロードした財務諸表等入力シートのアイコンをダブルクリックし、②財務諸表等入力シート（エクセル）を開いてください。 

① 入力シートをダブルクリック ② 入力シートが開きます

◆入力シートを開く

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

はじめて
ガイド （手順１） （手順２） （手順３） （手順４） （手順５） （手順６）

システムに

を保存

の入力
入力シート

システムへの
ログイン

入力シート

の確定
入力シート

を開く
入力シート

システムで

を届出
入力シート

システムから

をダウンロード
入力シート

終了開始

ここから 手順３ 「入力シートの起動と進め方」について説明します。

（手順１） （手順２）

システムへの
ログイン

システムから

をダウンロードをダウンロード
入力シート

（手順４） （手順５） （手順６）

システムに

を保存

の入力
入力シート

入力シート

の確定
入力シート

システムで

を届出
入力シート

（手順３）

を開く
入力シート

ｼｽﾃﾑ
の操作

ﾊﾟｿｺﾝ

の操作
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

入力シートのバージョン
です。平成 年度の
初版は、 です

本システムのユーザー
が表示されます
（問合せの際にご利用ください。）

法人名が表示されます

黒い文字のボタンは
操作ができる状態です

薄い灰色の文字のボタンは、
操作ができない状態です

財務諸表等入力シートのトップページの画面の説明です。
◆財務諸表等入力シート トップページ画面について

社会福祉法人○○福祉会

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

③セキュリティに関する通知が表示された場合は、「マクロを有効にする」や「コンテンツの有効化」をクリックしてください。
④財務諸表等入力シートが操作できるようになります。 

◆マクロを有効にする

③ クリックします

④ 財務諸表等入力シートが
操作できるようになります
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

左から右へ

財務諸表等入力シートは、左から右へ、現況報告書⇒勘定科目⇒計算書類、財産目録⇒社会福祉充実残額算定シート⇒財務諸表等
入力シート全体の順番で入力します。

◆財務諸表等入力シートの入力の進め方

確定

確定

確定

仮確定

入力シートの入力方法については
（手順４）のスライドをご覧ください。

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

財務諸表等入力シートは、「現況報告書」「計算書類」「財産目録」「社会福祉充実残額算定シート」で構成されている ファイルです。
コピー＆ペースト、印刷、入力途中での保存など通常の と同様の操作が可能です。

◆財務諸表等入力シートの構成

▼財務諸表等入力シートの入力の流れ ▼財務諸表等入力シートの画面例
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

はじめて
ガイド （手順１） （手順２） （手順３） （手順４） （手順５） （手順６）

システムに

を保存

の入力
入力シート

システムへの
ログイン

入力シート

の確定
入力シート

を開く
入力シート

システムで

を届出
入力シート

システムから

をダウンロード
入力シート

終了開始

ここから 手順４ 「入力シートの入力」方法について説明します。

（手順１） （手順２） （手順３）

システムへの
ログイン

を開く
入力シート

システムから

をダウンロードをダウンロード
入力シート

（手順５） （手順６）

システムに

を保存
入力シート

の確定
入力シート

システムで

を届出
入力シート

（手順４）

の入力
入力シート

ｼｽﾃﾑ
の操作

ﾊﾟｿｺﾝ

の操作

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

（参考）ファイルの上書き保存について
財務諸表等入力シートは、 ファイルですので、いつでも、上書き保存は可能です。入力した内容の消失を防ぐためにも、適宜、上書き保存を
行い、ご自身のパソコン上に保存するようにしてください。 

アイコンをクリックし
上書き保存します
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

最初に現況報告書を作成します。①財務諸表等入力シートのトップページ〔現況報告書作成〕ボタンを押してください。
②〔シートへ移動〕ボタンの文字が黒くなるので、 〔シートへ移動〕ボタンを押してください。③現況報告書のシートへ移動します。

◆現況報告書の作成について

① クリックします

② クリックします

③ 現況報告書へ移動します

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

財務諸表等入力シートは、「現況報告書」「計算書類」「財産目録」「社会福祉充実残額算定シート」で構成されている ファイルのこと
です。コピー＆ペースト、印刷、入力途中での保存など通常の と同様の操作が可能です。
次のスライドから「現況報告書」を例に、操作方法、入力方法をご案内します。

◆財務諸表等入力シートの構成

▼財務諸表等入力シートの入力の流れ ▼財務諸表等入力シートの画面例
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

①黄色のセルを選択した状態で、②入力候補ボタンをクリックしてください。③表示される入力候補から
④該当する項目を選択し、⑤選択ボタンをクリックしてください。⑥入力が完了します。 ※直接入力はできません。

① セルを選択します

② クリックします

④ 一覧から選択します

⑤ クリックします

③ 入力候補が表示されます

◆現況報告書の黄色セルへの入力について

⑥ 入力が完了します

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

〇入力方法につきましては、入力シートヘルプのヘルプ機能をご活用いただくとともに、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡
板」に掲載されている「システム操作説明書」や、「記載要領」をご参照ください。
〇財務諸表等入力シート内の白色のセルは、キーボードで直接入力してください。

◆財務諸表等入力シートの入力について

現況報告書、勘定科目、計算書類、財産目録、社会福祉充実残額算定シート
の入力にあたっては、 「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連
絡板」に掲載しているシステム操作説明書をご参照ください。

▼財務諸表等入力シート「現況報告書」

▼現況報告書の記載要領（抜粋）

現況報告書、社会福祉充実残額算定シートの入力にあたっては、「社会
福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板」に掲載している
記載要領（厚生労働省通知）をご参照ください。

▼入力シートヘルプ（抜粋）

ヘルプファイルを入手することで、財務諸表等入力シート上に設置してある
ボタンの使用が可能になり、財務諸表等入力シートの操作のポイ

ントや注意点等を 端末上で閲覧することができるようになります。

▼システム操作説明書（抜粋）
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

①削除したい黄色セル（または緑色セル）を選択した状態で、②入力候補ボタンをクリックしてください。
③表示される入力候補のフォームの中から④削除ボタンをクリックしてください。⑤削除が完了します。
※キーボードの ボタンや ボタンでは削除できません。

① セルを選択します

② クリックします

④ クリックします

③ 入力候補が表示されます

◆現況報告書の黄色セル（または緑色セル）の入力を削除する方法

⑤ 削除が完了します

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

①緑色のセルを選択した状態で、②郵便番号で住所入力ボタンをクリックしてください。③表示される入力フォームに
④郵便番号を入力し、⑤ ボタンをクリックしてください。⑥入力が完了します。 ※直接入力はできません。
※この機能を使用するには、事前に郵便番号マスタを入手する必要があります。（（手順２）を参照）

① セルを選択します

② クリックします

◆現況報告書の緑色セルへの入力について

④ 郵便番号を入力します

③ 入力フォームが表示されます

⑤ クリックします

⑥ 入力が完了します
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

現況報告書を最後まで入力した後、①チェックボタンをクリックします。チェックが正常に終了した場合は、
②「正常に終了しました。」の表示内の③ ボタンをクリックしてください。④トップページに戻るボタンをクリックします。 

◆現況報告書の入力完了後のチェック機能

① クリックします

③ クリックします

④ クリックします

② 表示が出ます

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

現況報告書シートの画面上部には、ボタン（便利な機能）を用意しています。
「次のセクション」、「前のセクション」、「ヘルプ」、「折り畳み」各ボタンの便利な機能の内容を説明しています。 

◆現況報告書の各ボタンの便利な機能

現況報告書シートを
入力中に不明な点が

あった場合、このボタンを使うことで参考情
報を表示することができます。
なお、この機能を使用するには、事前に
ヘルプファイルを入手する必要があります。

現況報告書シートの入力内容について、
このボタンを使うことで入力漏れや入力
内容に不整合がないかを確認することが
できます。

現況報告書シートは縦に長いシートとなってい
ます。このボタンを使うことで入力項目の項番の
間をスクロールすることなくすばやく移動すること
ができます。

現況報告書シートの全体を
見やすく表示したい場合、

このボタンを使うことで本シート上の入力のない行を
折り畳んで表示することができます。
入力済みの内容を確認する際、または、 の
機能を用いて印刷する際に便利な機能です。

折り畳み

折り畳み
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

①現況報告書の仮確定をクリックすると、②注意表示が出ます。③注意事項を確認のうえ、③ ボタンをクリックすると、④現況報告書は仮確
定になります。⑤「勘定科目」以降、同様に入力を進めてください。 

◆トップページで現況報告書仮確定

① クリックします

② 注意表示が出ます

④ 仮確定状態になります

〔 〕ボタンを押す前に
必ず操作説明書 ページの
注意事項をご参照ください。

③ クリックします

⑤ 勘定科目が作成可能
になります

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

エラーがある場合、財務諸表等入力シートのトップ画面下部のメッセージ欄に、エラーの内容が表示されます。
メッセージ欄のエラー番号のリンクをクリックすると、該当箇所に飛びますので、修正のうえ、再度「チェック」を行い、エラーが解消されていることを確
認してください。 

末尾が ：エラーです。修正必要です。
末尾が ：警告です。そのまま処理を進めることは可能です。

◆現況報告書の入力完了後のチェック機能（エラーがある場合）
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

平成 年度

①「現況報告書」、「勘定科目」、「計算書類、財産目録」、「社会福祉充実残額算定シート」のすべてのシート を確定（「現況報告書」は
仮確定）すると、上のような画面になります。この状態では、まだ所轄庁へ届出が できません。届出ができる状態にするため、②入力完了ボタ
ンをクリックしてください。

赤い吹き出しのままでは、
入力完了がされていないため、

届出ができません。

② クリックします
① 文字が薄い灰色になっていることを確認してください

◆入力シートの確定 「入力完了」の操作

▼財務諸表等入力シート（トップページ）

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

はじめて
ガイド （手順１） （手順２） （手順３） （手順４） （手順５） （手順６）

システムに

を保存

の入力
入力シート

システムへの
ログイン

入力シート

の確定
入力シート

を開く
入力シート

システムで

を届出
入力シート

システムから

をダウンロード
入力シート

終了開始

ここから 手順５ 「入力シートの確定」手順について説明します。

（手順１） （手順２） （手順３） （手順４）

の入力
入力シート

システムへの
ログイン

を開く
入力シート

システムから

をダウンロードをダウンロード
入力シート

（手順６）

システムに

を保存
入力シート

システムで

を届出
入力シート

（手順６）（手順５）

の確定
入力シート

ｼｽﾃﾑ
の操作

ﾊﾟｿｺﾝ

の操作
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

平成 年度

「入力完了」のボタンを押した際、入力内容に誤りなどがある場合には、①エラーメッセージが表示されます。② ボタンをクリック、③エラー内
容を確認し ボタンをクリック、④エラーのあるシートへ移動するため、シートへ移動をクリックしてください。（このページでは現況報告書にエ
ラーがある場合を例示しています。）

◆入力シートの確定 エラーがあって入力完了ができない場合

① エラーメッセージ表示

② クリックします

③ エラー内容を確認し、 をクリックします

④ クリックします

▼財務諸表等入力シート（トップページ）

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

バージョン：

平成 年度

「入力完了」のボタンを押すと、③吹き出しが「入力が完了しましたので、届出が可能です。」という表示に変わります。必ず④上書き保存をして
から入力シートを終了してください。※この状態では、まだ届出できていません。
この後に財務諸表等電子開示システムにログインし、入力シートの保存、届出の操作を行います。

◆入力シートの確定 「入力完了」後の状態

④ 上書き保存します

③ 吹き出しが
青に変わります

「入力完了」後に、修正する場合は
「入力完了取消」ボタンを押してください。

 

▼財務諸表等入力シート（トップページ）
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

①エラー修正後、再度トップページで「入力完了」ボタンをクリックすると、②吹き出しが「入力が完了しましたので、届出が可能です。」という表
示に変わります。上書き保存をしてから入力シートを終了してください。

◆入力シートの確定 エラー修正後の入力完了

① クリックします

② 吹き出しが青になります

▼財務諸表等入力シート（トップページ） ▼財務諸表等入力シート（トップページ）

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

①現況報告書のチェックボタンをクリックし、② ボタンをクリックします。③トップ画面下の「メッセージ」欄のエラー番号をクリックすると、④エラーの
ある箇所のセルが選択された状態になりますので、修正します。⑤再度、現況報告書のチェックボタンをクリックし、⑥「正常終了しました。」の表
示を確認し、 ボタンをクリックします。

◆入力シートの確定 エラーの修正

④ エラー内容を修正します

① クリックします

② クリックします

③ クリックします

⑤ クリックします

⑥ クリックします

▼財務諸表等入力シート（トップページ）▼財務諸表等入力シート（現況報告書）

▼財務諸表等入力シート（現況報告書）

▼財務諸表等入力シート（現況報告書）
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

財務諸表等電子開示システムのログイン画面に① 、②パスワードを入力のうえ、③［ログイン］ボタンをクリックして、ログインします。

パスワードを紛失してしまった場合には、
「パスワードリセット」をご利用ください。

◆入力シートの保存・届出（１）システムへのログイン

① を入力します

② パスワードを入力します

③ クリックします

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

はじめて
ガイド （手順１） （手順２） （手順３） （手順４） （手順５） （手順６）

システムに

を保存

の入力
入力シート

システムへの
ログイン

入力シート

の確定
入力シート

を開く
入力シート

システムで

を届出
入力シート

システムから

をダウンロード
入力シート

終了開始

ここから 手順６ 「入力シートの保存、所轄庁へ届出」する手順について説明します。

（手順１） （手順２） （手順３） （手順４）

の入力
入力シート

システムへの
ログイン

を開く
入力シート

システムから

をダウンロードをダウンロード
入力シート

（手順５）

の確定
入力シート

（手順６）

システムに

を保存
入力シート

システムで

を届出
入力シート

ｼｽﾃﾑ
の操作

ﾊﾟｿｺﾝ

の操作
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

③ファイル選択ボタンをクリックした後、「ファイルを開く」画面が開くので、④届出する入力シートの保存場所をクリックします。⑤届出する入力
シートを選択して、⑥開くボタンをクリックします。

◆入力シートの保存・届出（３）ファイルの保存１

④ クリックします

⑤ 選択します

⑥ クリックします

③ クリックします

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

ログイン後、①ページ上部のタブから「財務諸表等入力シート」をクリックしてください。
②画面左側のメニューから「ファイルの保存」を選択し、③「ファイル選択」をクリックしてください。

◆入力シートの保存・届出（２）財務諸表等入力メニューの操作

③ クリックします

② クリックします

① クリックします
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

⑨「ファイルの保存」の処理が完了すると「アップロードが完了しました」というメッセージ表示されます。
⑩画面左側のメニューから「届出」をクリックします。

◆入力シートの保存・届出（３）ファイルの保存３

⑨ 保存完了後、表示されます

⑩ クリックします

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

⑦「ファイル選択」ボタンの下に表示されるファイル名が届出する入力シートであることを確認し、⑧「送信」ボタンをクリックしてください。

◆入力シートの保存・届出（３）ファイルの保存２

違うファイルを選択してしまった場合には、
「取消」を押し、「ファイル選択」をやり直してください。

⑦ ファイル名が
表示されます

⑧ クリックします
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

⑭届出の処理が完了すると「届出処理が完了しました。」というメッセージが表示されます。
これで所轄庁への届出は完了となります。

◆入力シートの保存・届出（５）届出の完了

届出完了後に届出した入力シートを修正する場合は、
届出先の所轄庁に差戻しを依頼してください。

⑭ 届出完了後、
表示されます

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

⑪「ファイルの保存」を行った入力シートのファイル名が表示されます。
⑫「届出」ボタンを押すと「届出しますか」という確認のメッセージが表示されます。
⑬「はい」を選択して届出処理を行います。

◆入力シートの保存・届出（４）届出

一度届出を行うと、所轄庁からの「差戻し」があるまで
再度保存や届出を行うことができなくなります。

⑪ ファイル名が
表示されます

⑫ クリックします

⑬ クリックします
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

入力のヒント① ヘルプの活用

入力シートのいたるところに「ヘルプ」ボタンを設けています。「ヘルプ」ボタンを押すと現在表示され
ているシートに関連した情報、留意点を見ることができます。

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

２．入力のヒント

- 74 -



財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

入力のヒント③ 計算書類入力前や途中でも公開用計算書類で確認する

「計算書類、財産目録の確定」を行うまで、公開用計算書類はいつでも作成可能です。
たとえば、計算書類の入力を始める前に公開用計算書類を作成し、
実際の決算帳票とレイアウトが一致しているかを確認することができます。

① クリックします ② 計算書類に何も入力せずに公開用計算書類を作
成すると金額すべて０の計算書類が作成されます。
勘定科目、拠点区分、サービス区分について、お
手元の決算帳票と比較して過不足が無いか確認
することができます。

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

入力のヒント② 入力状況シートで現況報告書の入力内容をチェックする

「計算書類、財産目録の作成」を行い、計算書類の入力を始める前に、
「入力状況シート」を見て現況報告書のセクション１１での入力漏れ、
入力誤りがないかどうかをチェックしてみてください。

① クリックします

② 拠点区分とその中にある事業所、事業類型コード
分類（サービス区分）を一覧で確認することがで
きますので、拠点や事業所の入力漏れやサービス
区分の割り当て誤り等を見つけやすいです。
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

３．よくあるご質問と回答

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

入力のヒント④ 標準の勘定科目を使う

「勘定」シートでは法人固有の勘定科目を追加することができますが、たとえば「現金預金」など
標準の勘定科目については、法人固有の科目として追加せず、予め用意されているものを使
用してください。

勘定科目にはシステム内部で「勘定科目コード」
を割り当てています。法人固有の科目として追加し
てしまうと、見た目は同じでも異なるコードが割り当て
られるため、法人間で比較したり、経営指標を計算
する場合に正しい結果が得られなくなってしまいます。
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

現況報告書はいつの時点を基準として入力するのか。

所轄庁に現況報告書を届け出る当該年度の 月 日現在における法人情報を入力することとなります。
例えば、平成 年度に所轄庁に現況報告書を届け出る場合、平成 年 月 日時点の法人情報を入力

することとなります。ただし、セクション１１など、「前会計年度における～」と明記されているものは平成 年度の内容
を入力することになります。

所轄庁に現況報告書を届け出る当該年度の
例えば

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

前年度、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムで入力した内容が、今年度の財務諸表等
入力シートに移行されるということですが、その詳細を教えて欲しい。

前年度、所轄庁への届出まで完了した財務諸表等入力シートの入力内容が、今年度の財務諸表等入力
シートへ移行されます。所轄庁への届出まで完了していない場合は移行の対象となりませんのでご注意ください。

また、データが移行される対象となる項目は、現況報告書、勘定科目（法人独自に追加した勘定科目）、財産目
録（金額は除きます）、「事業」シートの「前年度決算」、「貸借」シートの「前年度末」、「内部取引」シートの「事業
活動 様式（前年度決算）」、「内部取引」シートの「貸借対照表 様式（前年度末）」となります。また、
現況報告書においては、厚生労働省が定めた様式に合わせて改訂した項目については、データが移行されない場合
がございます。

なお、現況報告書の各項目の記載方法につきましては、財務諸表等電子開示システム関係連絡板に掲載している
「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について」（厚生労働省通知）の「記載要領」をご参照くだ
さい。

前年度、所轄庁への届出まで完了した財務諸表等入力シートの入力内容が、今年度の財務諸表等入力
シートへシートへ
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

現況報告書「 前会計年度における事業等の概要」の内容と計算書類との関係について
教えてほしい。

現況報告書「 前会計年度における事業等の概要」における以下の 項目が計算書類の拠点区分、
サービス区分に反映されます。

① 拠点区分コード分類
① 拠点区分名称

① 事業類型コード分類
① 実施事業名称
➁事業所の名称

※ 次ページに図示します。

現況報告書「

計算書類の「拠点区分」

計算書類の「サービス区分」

計算書類の「拠点区分切り替え」
で表示される シート

シート上の明細列

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

「セルが保護されています」とのメッセージが表示されパスワードを聞かれたが、どのように対応したらよいか。

黄色のセルや、計算式が入っているセルなどの直接入力ができないセルについては、入力しようとすると、
「セルが保護されています」というメッセージが表示されます。

財務諸表等入力シートは入力欄以外への入力を防止するため、入力欄以外のセルに保護をかけており、解除する
ことはできません。そのまま保護をかけた状態を維持してくださいますようお願いいたします。なお、黄色のセルに入力す
る場合は、「入力候補」ボタンをクリックし、画面に従って入力項目を選択してください。

黄色のセルや、計算式が入っているセルなどの直接入力ができないセルについては、入力しようとすると

色のついたセルは直接編集
することはできません。
黄色のセルは黄色の「入力候
補」ボタンを押して入力候補か
ら選択して入力します。

① クリックします

② 一覧から選択し「選択」
ボタンを押します
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

現況報告書

入力シート

公開用計算書類

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

現況報告書

入力シート

公開用計算書類
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

現況報告書シートのチェックボタンを押して「入力異常を発見しました」と表示された場合、
どのように対応したらよいか。

現況報告書のチェックボタンを押して入力内容に不整合があった場合、「入力異常を発見しました」と表示
されます。「 」ボタンを押すと自動的に現況報告書シートのトップページのメッセージ欄に移動します。

メッセージ欄にはエラーメッセージが表示されており、エラーメッセージの青いコード部分をクリックすると、エラーのあった
シートのセルに移動しますので、入力内容を修正してください。入力内容の修正がすべて完了した後は、再度チェック
を押して、「正常終了しました。」と表示されることをご確認ください。

現況報告書のチェックボタンを押して入力内容に不整合があった場合、「入力異常を発見しました」と
されます

末尾が ：エラーです。修正必要です。
末尾が ：警告です。そのまま処理を進めることは可能です。

① 該当箇所を修正します

② 再度チェックを押します

③ エラーや警告がなくな
ると「正常終了しまし
た」というメッセージが
表示されます

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

現況報告書「 前会計年度における事業等の概要」の① 拠点区分コードは何をいれたらよいか。

社会福祉法人における拠点区分を一意に区別できるような任意の 桁の数値（ ～ ）を入力してくださ
い。入力欄では自動的にゼロ埋めされます。例えば、 と入力した場合は に、 と入力した場合は という形
で表示されます。

社会福祉法人における拠点区分を一意に区別できるような
い。入力欄い。入力欄

① たとえば、 を入力すると ② 自動的にゼロ埋めされて
桁の数字になります
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

「貸借」シートにある「支払資金の対象」とは何か、なぜ調整するのか。

資金収支計算書の支払資金は、基本的には貸借対照表の流動資産と流動負債の差額に一致するという
関係にありますが、法人ごとに、支払資金に該当する勘定科目について原則と異なるケースがあること、また、

ひとつの勘定科目の中で、支払資金と非支払資金が混在しているケースあると考えられることから、科目ごとに調整す
ることができるような仕組みとしています。

資金収支計算書の支払資金は、基本的には
関係

① 「一時保存」ボタンを押すと「支払資金の額（当年度
末）」の合計と資金収支計算書の当期支払資金残高
の差が「支払資金の額との差異」欄に表示されます。
差異がなく、 円となっているかをチェックします。

貸借対照表

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

現況報告書の仮確定を行う際の注意事項について教えてほしい。

現況報告書を仮確定すると、現況報告書の「１１．前会計年度における事業等の概要」のうち、
① 拠点区分コード分類
① 拠点区分名称
① 事業類型コード分類
① 実施事業名称
②事業所の名称

の５項目が確定され、計算書類の様式に反映されます。これらの 項目については、仮確定を解除しない限り、編
集することができない状態となりますので、内容等を十分にご確認のうえ、仮確定を行ってください。これら５項目以外
の項目は、引き続き編集することができます。

また、仮確定の解除を行うことにより、入力済みの計算書類等は内容が破棄されますのでご注意ください。仮確定の
解除を行う必要が生じてしまった場合は、仮確定の解除を行う前に財務諸表等入力シートのコピーを作成するなど
により、ご対応いただくようお願いいたします。

現況報告書を仮確定すると、現況報告書の「１１．前会計年度における事業等の概要」のうち
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

計算書類のそれぞれのシートでチェックを行うことにより、入力が完了したことになるのか。

計算書類の「資金」、「事業」、「貸借」のシートにおいて、拠点ごとに「チェック」ボタンを押しただけでは
入力完了にはなりません。「チェック」ボタンにより不整合がないことを確認した後、「入力完了」ボタンを押すこと

により入力完了となります。

計算書類の「資金」、「事業」、「貸借」のシートにおいて、拠点ごとに「チェック」ボタンを押しただけで
入力

① 「チェック」を押します

② エラーがなければチェック
処理が完了します ③ 「入力完了」が押せるよ

うになりますので、このま
ま確定してよければ「入
力完了」を押します

④ お手持ちの決算書類と内容が一
致していることを確認したらチェック
を付け、「確認」を押します

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

貸借対照表

② ①のチェックで差異がある場合、実状に照らして、
「支払資金の対象」の「○」を消去（
キー押下）または、「○」を入力（プルダウンか
ら選択）することで「支払資金の額（当年度
末）」の額を調整し、資金収支計算書の当期
支払資金残高の額と一致させます。

③ ②のチェックでも一致しない場合、「支払資金
の額を転記」ボタンを押し、「支払資金の額の
調整」欄に金額を転記したのち、この額を実状
に照らして修正することで、この列の最下段にあ
る「支払資金の額の調整」の合計を調整し、当
期支払資金残高の額と一致させます。
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

整合性チェックで出たエラー（入力内容の不整合）がなくならない場合、対処方法について
教えてほしい。

資金、事業、貸借の計算書類の入力内容が実際の決算と一致しているかどうかをご確認ください。
このとき、公開用計算書類の作成を行うと、決算書類との比較が容易になります。

また、資金収支計算書と貸借対照表との整合性チェックがエラーとなる場合には、貸借対照表における「支払資金の
対象」の見直し、さらに「支払資金の調整」による見直しを行ってください。

資金、事業、貸借の計算書類の入力内容が実際の決算と一致しているかどうかをご確認ください
この

① クリックします

② 「資金」、「事業」、「貸借」のシートが「入力完了」
になっていなくても公開用計算書類の作成が可能
ですので、お手元の決算帳票と比較して入力誤り
等による不一致が無いか確認することができます。

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

資金、事業、貸借については、「一時保存」または「入力完了」されているものが整合性チェックの対象になります。
従いまして、「資金」シート上で入力作業中の状態で整合性チェックを行うには、一旦、「一時保存」することが
必要となります。

また、「入力完了」が行われていなくても「一時保存」されていれば整合性チェックの対象となるため、整合性チェック
が正常に終了したあとで「入力完了」しても問題ありません。
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

「計算書類、財産目録確定」ボタンをクリックすると、「計算書類がすべて入力完了となった後、公
開用計算書類が作成し直されていません。」と表示され、トップページにもエラーメッセージを表示さ
れてしまうのだが、どのように対応したらよいか。

このメッセージ表示されるのは、【手順４】公開用計算書類を作成した後に、【手順１】（「資金収支明細」、
「事業活動明細」、「貸借」）の「入力完了」を取り消した場合です。【手順１】において修正の入力を行ったことによ
り、【手順１】及び【手順２】の入力内容と公開用計算書類のあいだに差異が生じている可能性があることから表示
されるものです。
この状態では、計算書類・財産目録シートを確定させることができませんので、再度【手順４】を実施し、公開用計
算書類を作成し直してください。

このメッセージ表示されるのは、

① 当該メッセージが表示さ
れ場合は「 」を押して
戻ります

② 計算書類サマリシートの【手順 】に戻り、
再度「公開用計算書類作成」を実施します

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

事業活動計算書の「特別増減の部」及び「繰越活動増減差額の部」はどのように
入力すればよいのか。

事業活動計算書では、拠点ごと、サービス区分ごとに、「特別増減の部」及び「繰越活動増減差額の部」の
金額を記載することになっていますが、別紙 ⑩事業活動明細書にはこれらの記載を必要としないため、財

務諸表等入力シートの「事業」シートでは、「特別増減の部」及び「繰越活動増減差額の部」の金額は、拠点区分
合計欄に直接入力していただくことになります。なお、「入力方法」が「明細入力」のままでも、「特別増減の部」及び
「繰越活動増減差額の部」は「拠点全体入力」での入力となりますので、入力方法を切り替える必要はありません。

事業活動計算書では、拠点ごと、サービス区分ごとに、「特別増減の部」及び「繰越活動増減差額の部」の
金額を記載することになっていますが、別紙

事業活動計算書の特別増減の部と繰越
活動増減差額の部はサービス区分ごとの
明細がなく、事業活動計算書の第四様式
から拠点区分全体の額を転記します。

事業活動計算書の特別増減の部と繰越活動
増減差額の部の入力では、入力方法を

「明細入力」としたまま、拠点区分合計欄への
転記が可能となっています。
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

財務諸表等入力シートの主な変更点

１ 財務諸表等入力シートの印刷レイアウトについて、見やすくなるよう改善しました。

２ 現況報告書のセクション１の法人基本情報の法人メールアドレス欄に を入力できるよう改善しました。

３ 現況報告書のセクション の事業類型コード分類を追加しました。

４ 現況報告書のセクション の取組類型コード分類を追加しました。

５ 社会福祉法人会計基準等の改正にあわせて勘定科目を追加しました。

「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」の様式について」の改正案に対応しました（社会福祉充実残額関係）。

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

４．財務諸表等入力シートの主な変更点
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

例：資金収支計算書 第一号四様式

拠点ごとに改ページされ、
ページ数が表示されます

＜公開用計算書類のうち、資金収支四様式、資金収支明細書、事業活動四様式、事業活動明細書、貸借対照表四様式＞
☞ 拠点ごとに改ページされ、ページ番号も表示されます。

【参考】昨年度の画面

昨年度は、改ページの位置がバラバラで
ページ数も表示されていない。

（ ）

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

財務諸表等入力シートを印刷すると
法人名が印字されるようになりました。

１ 財務諸表等入力シートの印刷レイアウトについて、見やすくなるよう改善を行いました。

【参考】昨年度の画面

＜財務諸表等入力シート全体＞
☞ 紙面上部右側に法人名が印字されます。

（ ）
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

社会福祉事業において追加された事業類型コード分類（サービス区分）

３ 現況報告書のセクション の事業類型コード分類を追加しました。

＜社会福祉事業サービス区分＞
☞ 「保育所型認定こども園」、「地域包括支援センター」を追加

社会福祉事業サービス区分に
「保育所型認定こども園」

を追加しました。

【参考】昨年度の画面

ここに追加

（ ）

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

従来はメールアドレスのみでしたが
問合せフォームの も

入力することができるようになりました。

２ 現況報告書のセクション１の法人基本情報の法人メールアドレス欄に を入力できるよう改善しました。

【参考】昨年度の画面

昨年度は、メールアドレスに を入力し、
「チェック」ボタンを押すとエラーメッセージが表示
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

昨年度、独自に追加していた場合には・・

① クリック

② クリック

③ 「保育所型認定こども園」をクリック

④ クリック

手順１：「現況報告書」シートの で「 保育所型認定こども園」を選択してください

手順２：今回追加されたサービス類型コードが表示されます（完了）

02091202 保育所型認定こども園 

【お願い】 昨年度、上記の事業に該当するコード分類が無かったため、独自にコード分類追加していた場合は、今回追加した事業
類型コードで選択していただきますようお願いいたします。

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

公益事業において追加された事業類型コード分類（サービス区分）

公益事業サービス区分に
「地域包括支援センター」
「幼稚園型認定こども園」
「地方裁量型認定こども園」
「病院」
「診療所」

を追加しました。

＜公益事業サービス区分＞
☞ 「地域包括支援センター」、「幼稚園型認定こども園」、「地方裁量型認定こども園」、「病院」、「診療所」を追加

【参考】昨年度の画面

ここに追加

（ ）
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

【注意】 セクション「１１．前会計年度における事業等の概要 公益事業」の「① 事業類型コード」においてもセクション
の選択肢が表示されますが、ここでは選択しないようにしてください。

セクション 公益事業においても、セクション
の選択肢が表示されますが、ここでは選択

しないようにしてください。

セクション 公益事業のコード分類について
はこちらから選択してください。

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

＜取組類型コード分類＞ ☞ 次に掲げる取組類型コード分類を追加
・ 地域における公益的な取組①（地域の要支援者に対する相談支援）
・ 地域における公益的な取組③（地域の要支援者に対する権利擁護支援）
・ 地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用料の減額・免除）
・ 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）
・ 地域における公益的な取組⑨（その他）

・ 地域における公益的な取組②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）
・ 地域における公益的な取組④（地域の要支援者に対する資金や物資の貸付・提供）
・ 地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）
・ 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）

現況報告書 「セクション うち地域における公益的な取組（地域公共事業含む）（再掲）」

４ 現況報告書のセクション の取組類型コード分類を追加しました。

の「①取組類型コード分類」につ
いては、この一覧から選択してください。

【参考】昨年度の画面

昨年度は、
取り組みの内容ではなく、
公益事業の中から選択
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について」の改正案に対応しました（社会福祉充実残額関係）。

「別添（財産目録）」シート 「算定シート」 「７．「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」」が追加

① 社会福祉充実計画用財産の対象となる
科目（土地、建物及び建設仮勘定）の
「控除対象」列に”△”を選択

＜社会福祉充実計画用財産＞
☞ 社会福祉充実残額算定シートに新たに追加された「７．「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」」の「社会福祉充実計画用財産」

の入力に対応

【参考】昨年度の画面

② 画面左上の「算定シートへ反映」ボタンをクリック

１
③ “△”が入力された科目の貸借対照表価
額の合計が自動転記

財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

５ 社会福祉法人会計基準等の改正にあわせて勘定科目を追加しました。

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」の一部改正（平成 年 月
日厚生労働省通知）等の改正にあわせて勘定科目を追加

財務諸表等入力シートの「勘定」シートに勘定科目を追加 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上
の留意事項について」（新旧対照表より）

会計基準にあわせて
勘定科目を追加しました。

・ ここで表示しているのはあくまでも 例であり、追加された他の科
目や詳細についてはそれぞれの通知等をご参照ください。画面はイメージです
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財務諸表等電子開示システム』の入力のポイント

【参考】昨年度の「算定シート」

「社会福祉充実残額」シート

初期状態では、計算の特例を適用するが選択されています。
（通常はこのままで問題ありません） 計算の特例に該当した場合であっても、計算の特例を適用しない

場合は、”適用しない”を選択してください。

「適用する」、「適用しない」の選択によって自動計算されます。

＜「計算の特例」の適用状況の変更対応＞
☞ 社会福祉充実残額算定シートにおいて、計算の特例の適用に該当した場合であっても、計算の特例を適用しない選択ができるように対応

計算特例の適用対象であれば、
自動的に計算の特例を適用
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説明② 

「法人組織運営に関するよくある質問とその回答」 
全国社会福祉法人経営者協議会 事務局 
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@全国社会福祉法人経営者協議会 2

本日お伝えする主な内容

１．法人組織運営に関するよくある質問
（１）評議員会の招集
（２）評議員会の議事録
（３）理事⻑等の職務執⾏状況の報告
（４）事業計画及び予算の評議員会の承認
（５）補正予算の評議員会の承認
（６）インターネットの利⽤による情報の公表

２．指導監査に関する苦情等相談体制と⾒直しに向けた要望

（参考）全国経営協からのご案内

全国社会福祉法人経営者協議会 事務局

社会福祉法人制度改⾰事務担当者フォローアップセミナー
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@全国社会福祉法人経営者協議会 4

 評議員会の招集については、理事会の決議により評議員
会の日時及び場所等を定め、理事が評議員会の１週間
前（又は定款に定めた期間）までに評議員に書面又は
電磁的方法（電子メール等）により通知をする方法で⾏
われなければならない。

① 評議員会の日時及び場所
② 評議員会の目的である事項がある場合は当該事項
③ 評議員会の目的である事項に係る議案（当該目的であ
る事項が議案となるものを除く。）の概要（議案が確定
していない場合はその旨）。

理事会での決議事項

@全国社会福祉法人経営者協議会 3

 評議員会の招集事項（日時及び場所、議題、議案の概
要）が理事会で決議されていない。

 評議員会の１週間前までに招集通知が発出されていない。

 評議員会の招集通知を期限までに評議員に発しているか。
 招集通知に記載しなければならない事項は理事会の決
議によっているか。

 定時評議員会が毎会計年度終了後⼀定の時期に招集
されているか。

（１）評議員会の招集

指導監査でよくある指摘事項

指導監査でのチェックポイント

１．法人組織運営に関するよくある質問
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@全国社会福祉法人経営者協議会 6

評議員会の議事録に必要な記載事項が記載されていない
（特に、「議事録の作成に係る職務を⾏った者の⽒名 」の
記載漏れ）。

定款で定める議事録署名人の署名又は記名捺印漏れ。

 厚⽣労働省令に定めるところにより、議事録を作成してい
るか否かが確認される。

（２）評議員会の議事録

指導監査でよくある指摘事項

指導監査でのチェックポイント

@全国社会福祉法人経営者協議会 5

 評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ること
なく評議員会を開催することができる。

招集手続きの省略

 招集の通知を省略できるのみで、理事会の決議は省略で
きない。

 事前に日程調整をしていても、理事会で決議しなければな
らない。

 評議員全員の同意があったことが客観的に確認できる書
類の保存が必要。

- 96 -



@全国社会福祉法人経営者協議会 8

① 決議を省略した事項の内容
② 決議を省略した事項の提案をした者の⽒名
③ 評議員会の決議があったものとみなされた日
④ 議事録の作成に係る職務を⾏った者の⽒名

※全評議員の同意の意思表示の書面又は電磁的記録を事
務所に備え置くだけではなく、内容について評議員会の議事
録に記載しなければならない。

評議員会の決議を省略した場合の議事録の記載事項

@全国社会福祉法人経営者協議会 7

① 評議員会が開催された日時及び場所
② 評議員会の議事の経過の要領及びその結果
③ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評
議員があるときは、当該評議員の⽒名【該当の場合】

④ 法の規定に基づき評議員会において述べられた意⾒又は
発言があるときは、その意⾒又は発言の内容の概要【該
当の場合】

⑤ 評議員会に出席した評議員、理事、監事又は会計監査
人の⽒名又は名称

⑥ 議⻑の⽒名（議⻑が存する場合に限る。）
⑦ 議事録の作成に係る職務を⾏った者の⽒名

開催された評議員会の内容に関する議事録の記載事項
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@全国社会福祉法人経営者協議会 10

職務執⾏状況の報告回数は定款の定め方による。
① ３か月に１回以上
② 毎会計年度に４か月を超える間隔で２回以上

職務執⾏状況の報告回数

法令上、具体的な報告内容までは定められていないため、法人
の事業内容や理事会で定める業務執⾏の範囲等に即して、各
法人において報告内容を定めることになる。

• 事業計画・予算の進捗状況
• 理事⻑が専決した契約内容、固定資産の取得内容、固定資産の処分

内容
• 重要な契約の内容
• 内部管理体制の運⽤状況
• その他理事会から報告が求められた事項 等

職務執⾏状況の報告内容

@全国社会福祉法人経営者協議会 9

理事⻑及び業務執⾏理事の職務執⾏状況について理事
会に報告されていない。

理事⻑及び業務執⾏理事の職務執⾏状況が報告の省
略で⾏われている。

 実際に開催された理事会において、職務執⾏状況につい
て、必要な回数以上報告がされているか否か確認される。

（３）理事⻑等の職務執⾏状況の報告

指導監査でよくある指摘事項

指導監査でのチェックポイント
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@全国社会福祉法人経営者協議会 12

定款で、「この法人の事業計画書及び収支予算書につい
ては、毎会計年度開始の日の前日までに、理事⻑が作成
し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければ
ならない。」と定めているが、補正予算を⾏う場合、評議員
会の承認が必要となるのか。

 収支予算書には、補正予算も含まれるため、補正予算を
⾏う場合には、評議員会の承認が必要となる。

（５）補正予算の評議員会の承認

よくある質問

@全国社会福祉法人経営者協議会 11

事業計画及び予算は、評議員会の承認事項か。

 社会福祉法上は、事業計画及び予算は、評議員会の承
認事項ではない。各法人において、定款で、評議員会の
承認事項とすることも可能である。

 ただし、租税特別措置法第40条の特例の適⽤を受ける
場合は、事業計画及び予算も評議員会での承認が必
要となる。

（４）事業計画及び予算の評議員会の承認

よくある質問
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@全国社会福祉法人経営者協議会 14

 「定款」や「報酬等の支給基準」がホームページに掲載され
ていない。

公表されている「定款」や「報酬等の支給基準」が最新のも
のでない。

 法令上定める事項について、インターネットを利⽤して公表
しているか否かが確認される（法人または法人が加入して
いる団体のホームページへの掲載）。

（６）インターネットの利⽤による情報の公表

指導監査でよくある指摘事項

指導監査でのチェックポイント

@全国社会福祉法人経営者協議会 13

理事会 評議員会
予算

（補正含む） ○ －

決算 ○ ○

理事会 評議員会
予算

（補正含む） ○ ○

決算 ○ ○

租特法第40条の特例適⽤を受けない法人

租特法第40条の特例適⽤を受ける法人
予算の評議員会承認を定款に記載している法人
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@全国社会福祉法人経営者協議会 16

会員番号とパスワードを
入⼒

①

②

③

全国経営協情報公開ページ

@全国社会福祉法人経営者協議会 15

電子開示システムにて
公表できる書類

電子開示システムにて
公表できない書類

 計算書類
 現況報告書
 社会福祉充実計画

 定款
 役員等名簿
（現況報告書と別個に公表が必要）
 報酬等の支給基準

 『電子開示システム』で公表できる書類は限られているた
め、自法人のホームページまたは全国経営協のホームペー
ジで公表する必要がある。

 なお、計算書類と現況報告書は、 『電子開示システム』
で届出を⾏い、内容が公表された場合、インターネットによ
る公表がなされたものとみなされる。
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@全国社会福祉法人経営者協議会 18

 指摘基準に該当しない場合は⽂書指摘を⾏わない。

 違反の程度が軽微である場合又は⽂書指摘を⾏わずと
も改善が⾒込まれる場合には、⼝頭指摘を⾏うことができ
る。

 助言を⾏う場合は、法人が従わなければならないものでは
ないことを明確にした上で⾏う。

 監査事項の確認に当たっては、ガイドラインに定める確認
書類を⽤いる。

指導監査ガイドラインの運⽤上の留意点

２．指導監査に関する苦情等相談体制と⾒直しに向けた要望

@全国社会福祉法人経営者協議会 17

公表事項 公表時期（遅滞なく）

定款 変更の認可を受けたとき又は変更
の届出を⾏ったとき

報酬等の支給基準 評議員会の承認を受けたとき

計算書類

所轄庁への届出をしたとき役員等名簿

現況報告書

社会福祉充実計画

① 計画を策定し、所轄庁にその
承認を受けた場合

② 計画を変更し、所轄庁にその
承認を受け、又は届出を⾏った
場合
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@全国社会福祉法人経営者協議会 20

所轄庁

厚⽣労働省

会員法人

全国経営協

①指導監査

⑥回答

③照会、協議

②
相
談

③
回
答

⑦
回
答

⑤
回
答

④
確
認

⑥
必
要
に
応
じ
て

指
導
・
助
言
等

指導監査に関する苦情等相談体制

対話・議論

２．指導監査に関する苦情等相談体制と⾒直しに向けた要望

@全国社会福祉法人経営者協議会 19

 法令等で特定の⽂書の作成が義務付けられていない場
合であっても、⽂書等により客観的な説明を⾏うことがで
きるようにする。

 ガイドラインは法人に新たな書類の作成を義務付けるもの
ではない。

 ガイドラインに定める確認書類を作成していない場合は、ガ
イドラインに定める指摘基準の該当性を確認できる既存の
別の書類を⽤いて⾏う。

各法人での対応

指導監査ガイドラインで定める確認書類

２．指導監査に関する苦情等相談体制と⾒直しに向けた要望
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@全国社会福祉法人経営者協議会 22

経営協情報のリニューアル

⾒やすく
分かりやすく
使いやすく
スマートフォンからも閲覧可

（参考）全国経営協からのご案内①

@全国社会福祉法人経営者協議会 21

 「監査担当者の主観的な判断で法令⼜は通知の根拠なしに
指摘を⾏わないこと」を指導監査ガイドラインの冒頭に追記。

 理事会の議案について特別の利害関係を有する場合には法
人に申し出ることを定めた通知を発出した場合、個々の議案の
際にその確認を⾏う必要はないことを追記。

 役員等報酬が無報酬である場合の役員報酬基準の指導方
針を明示。

 「社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進に
ついて」の改正に伴う⾒直し。

 会員法人の皆様から寄せられた所轄庁によるローカルルー
ルの実情を整理し、ガイドライン⾒直しを提案。

全国経営協の意⾒が反映された主な内容

２．指導監査に関する苦情等相談体制と⾒直しに向けた要望
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@全国社会福祉法人経営者協議会 24

 社会福祉法人制度改⾰に関する会員法人向け相談窓
⼝「ちょっと教えて！経営協」を開設中。

 相談窓⼝では、セミナーの中で質問できなかった内容や、あ
らためて確認したい内容等を無料で相談できる。

【受付時間】
9：30〜12：00 13：00〜17：30（土日祝を除く）

【相談窓⼝】
電話のほか、メールやＦＡＸでも受け付け可能
TEL 03-3581-3455  FAX 03-3581-7928
E-mail oshiete@keieikyo.gr.jp

【対 象】
全国経営協会員法人（全国経営協の会員番号が必要）

（参考）全国経営協からのご案内③

@全国社会福祉法人経営者協議会 23

②

①

全国経営協「会員法人ＭＹページ」

メールニュース「経営協情報」の
配信先は、1会員法人あたり
10アドレスまで登録が可能。

（参考）全国経営協からのご案内②
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開 催 要 綱
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社会福祉法人制度改革
事務担当者フォローアップセミナー

全国社会福祉法人
経営者協議会

開催要綱

主催：全国社会福祉法人経営者協議会
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改正社会福祉法の施⾏後の具体的な実務に関して、よくある誤りから法⼈の組
織運営の内容をあらためて確認し、『財務諸表等電子開示システム』の⼊⼒のポ
イントを解説する等、各社会福祉法⼈が今回の制度改⾰に円滑に対応できるよう
フォローアップを⾏うことを目的に開催します。

全国社会福祉法⼈経営者協議会

主催

期日・会場

東京会場 平成30年4月20日（金）

趣旨

「ＴＫＰガーデンシティ仙台・ホール21A+B」
宮城県仙台市⻘葉区中央1-3-1
・ JR東北本線 仙台駅 ⻄⼝ 徒歩2分

仙台会場 平成30年4月23日（月）

「ホテルセントラーザ博多・花筐の間」
福岡市博多区博多駅中央街4-23
・ JR博多駅(筑紫⼝)より徒歩1分
・ 地下鉄博多駅筑紫⼝東4番出⼝より直結

福岡会場 平成30年4月16日（月）

「ＴＫＰガーデンシティPREMIUM心斎橋・
バンケット3A」
大阪府大阪市中央区南船場4-3-2
・大阪市営地下鉄御堂筋線 心斎橋駅 3番出⼝ 徒歩2分

大阪会場 平成30年4月18日（水）

「全社協・灘尾ホール」
東京都千代田区霞が関3-3-2
・地下鉄銀座線「⻁ノ門駅」１１番出⼝より徒歩５分
・地下鉄千代田線／丸の内線／日比谷線「霞ヶ関駅」A13番出⼝より徒歩８分
・地下鉄千代田線／丸の内線「国会議事堂前駅」３番出⼝より徒歩５分
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日程（各会場共通）

参加対象・参加費

定員

全国経営協会員法⼈の事務担当者 5,000円（税込、資料代込）
※原則として、各法⼈1名

【参加者特典】「指導監査ガイドライン早⾒表（平成30年通知改正対応）」等、
最新資料集を配布。

各会場300名
※定員になり次第、締切とさせていただきます

※昼食後にご集合ください
12:00 開場、受付開始（予定）

時刻 プログラム等

13：00〜
13：20

（20分）

開講あいさつ「社会福祉法⼈制度改⾰のポイント」

講師：
【仙台会場】全国経営協 制度・政策委員会副委員⻑ 山田 雅⼈
【東京会場】全国経営協 地域共⽣社会推進委員⻑ 浦野 正男
【大阪会場】全国経営協 地域共⽣社会推進委員会副委員⻑ 宮田 裕司
【福岡会場】全国経営協 制度・政策委員⻑ 平田 直之

13：20〜
14：50

（90分）

講義「社会福祉法⼈の財務規律の確保を目指して」

講師：
全国経営協 制度・政策委員会委員 千葉 正展
（独⽴⾏政法⼈福祉医療機構 経営サポートセンター 参事）

14：50〜
15：00 休憩

15：00〜
16：00

（60分）

説明①「『財務諸表等電子開示システム』の⼊⼒のポイント」

説明者：
福祉医療機構情報システム室担当者

16：00〜
17：00

（60分）

説明②「法⼈組織運営に関するよくある質問とその回答」

説明者：
全国経営協事務局

※都合により、講義・説明内容を変更する場合があります。ご了承ください。
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問い合わせ

参加申し込み

個人情報の取り扱い

本セミナー参加者にかかる個⼈情報は、本会「個⼈情報の保護に関する方針（プラ
イバシーポリシー）」に基づき、適切に取り扱うこととしており、他の目的で使⽤す
ることはありません。なお、本会プライバシーポリシーは全国経営協ホームページ
（https://www.keieikyo.com/）に掲載しています。
1. 本セミナーにかかる参加申込の受付および宿泊手配等については、名鉄観光サービス（株）

新霞が関支店と個⼈情報の適正な取り扱いに関する契約を交わしたうえで、同社に業務を委
託します。

2. 「申込書」に記載された個⼈情報は、本セミナーにかかる企画、参加券等各種資料の送付、
参加者名簿の作成・管理等、本研修会事業関連のみの目的で使⽤し、他の目的では使⽤しま
せん。

3. 当日配布資料の名簿に、参加者⽒名、法⼈名、施設（部署)名、役職を掲載させていただくこ
とがあります。あらかじめご了承ください。

研修全般に関すること
全国社会福祉法⼈経営者協議会 事務局
〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル

社会福祉法⼈全国社会福祉協議会 法⼈振興部
TEL. 03-3581-7819 FAX. 03-3581-7928

申込に関すること
名鉄観光サービス株式会社新霞が関支店〔担当：下枝、山辺〕
〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル

TEL .03-3595-1121 FAX. 03-3595-1119

別紙申込書にてお申し込みください。 締切は、4月6⽇（⾦）です。
なお、ご希望の方には、宿泊の手配も同時にお受けします。
・別添の「参加・宿泊申込書」を記⼊のうえ、下記「名鉄観光サービス 新霞が関支店」まで

ＦＡＸにてお申込みください。
※お申し込みより３営業日以内に、名鉄観光サービスより受付確認のＦＡＸをご返信いたし

ます。受付確認のＦＡＸが届かない場合は、申込書不達の場合もございますので、その際
は必ず、お電話にてお問い合わせをくださいますようお願いいたします。

・参加費等は「名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店」よりご請求申し上げます。

申込書送付先 名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店 （担当：下枝〔ｼﾓｴﾀﾞ〕、山邊）
FAX. 03-3595-1119
TEL. 03-3595-1121 （受付時間 9：30〜17：30 土日・祝祭日休業）

※参加取消・変更の場合は上記 名鉄観光サービス まで書面（ＦＡＸ）にてご連絡ください。
各会場、開催⽇の７⽇前以降の取り消しは、原則として返⾦対応を致しかねます。
（後日、セミナー資料をお送りいたします）
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社会福祉法人制度改⾰事務担当者フォローアップセミナー 

 
【仙台会場】平成 30 年４月 23 日 
【東京会場】平成 30 年４月 20 日 
【大阪会場】平成 30 年４月 18 日 
【福岡会場】平成 30 年 4 月 16 日 

 

 
社会福祉法人全国社会福祉協議会 
全国社会福祉法人経営者協議会 

 
〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 

TEL 03-3581-7819  FAX 03-3581-7928 
URL https://www.keieikyo.com/ 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 法人振興部内 




